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資料１ 

 

 

川崎市文化財保護活用計画（案）に対する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

 

１ 概 要 

  平成２５年１２月に策定した川崎市文化財保護活用計画（案）につきまして、平成２

６年１月７日から２月５日までの間、市民の皆様の御意見を募集いたしました。 

  その結果、１６通（意見総数 ３３件）の御意見をいただきました。御意見の内容と

それに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。 

 

２ 意見募集の概要 

題  名 川崎市文化財保護活用計画（案） 

意見の募集期間 平成２６年１月７日（火）～平成２６年２月５日（水） 

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参 

意見の周知方法 川崎市ホームページ掲載 

市政だより（１月１日号） 

紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所・市民館・図書館等） 

「第２回かわさき文化財フォーラム」の開催 

（平成２６年１月１１日（土）高津市民館 出席者 ５６名） 

 

結果の公表方法 川崎市ホームページ掲載 

紙資料の設置（かわさき情報プラザ、各区役所・市民館・図書館等） 

 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １６通（３３件） 

 電子メール ３通（ ８件） 

 ファックス ５通（ ７件） 

 郵送 ２通（１０件） 

 持参 ５通（ ６件） 

 かわさき文化財フォーラム １通（ ２件） 
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４ 御意見の内容と対応 

 パブリックコメントの結果、文化財の広報に関する御意見が多く、今後の施策を推進す

る上で参考にさせていただく御意見が多く寄せられました。また、一部の御意見について

は、計画（案）の中に内容を反映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●御意見の件数と対応区分 

項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合

計 

１ 計画（案）全般に関すること 2 1     3 

２ 今後の文化財保護活用の基本的な考え方に関す

ること 

１ １    2 

３ 文化財保護活用の基本的な考え方に基づく５つ

の方針に関すること 

 ９ 18 １  28 

合計 3 11 18 １  33 

 具体的な御意見の内容と、それに対する市の考え方の詳細につきましては、次ページ以

降を御参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【御意見に対する市の考え方の区分説明】 

Ａ 御意見を踏まえ、計画内容に反映させたもの 

Ｂ 計画の趣旨に沿った御意見や既に計画（案）に反映されているもの 

Ｃ 今後の参考とする意見・要望 

Ｄ 案に対する意見・要望であり、案を説明・確認するもの 

Ｅ その他 
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具体的な御意見の内容と市の考え方【詳細】 

 

 

１ 計画（案）全般に関すること（計 ３件） 

No.  意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

１ 計画内容は大変良い 本計画に基づき、文化財を生かした魅

力あるまちづくりの推進に向けた取

組を進めてまいります。 

Ｂ 

２ 指定文化財と登録文化財の違いがわ

かりにくい。 

御意見を踏まえ、指定文化財や登録文

化財などの文化財保護の制度につい

て、計画（案）１４ページに追記しま

した。 

Ａ 

３ 計画案の内容について具体性に欠け

るのではないか。 

御意見を踏まえ、計画（案）２９～３

２ページに関連文化財群の事例を追

記しました。 

Ａ 

 

 

２ 今後の文化財保護活用の基本的な考え方に関すること（計 ２件） 

No.  意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

４ 第４章（２）計画の対象とする文化

財の範囲について、その他の文化財

として、古社寺、古文書、石造物等

も記載してほしい。 

御意見を踏まえ、計画（案）１８ペー

ジに、その他の文化財の事例として、

古社寺、古文書、石造物等を追記しま

した。 

Ａ 

５ 文化財は神社仏閣のように古代から

伝わっているもののみと思っていま

したが、地域にもっと身近で見落と

している文化財は数多くあることが

わかりました。 

本計画における文化財は、人間と自然

とのかかわりの中で生まれ、市民生

活・文化や地域風土に根ざしてすべて

の文化財を対象としています。 

Ｂ 
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３ 文化財保護活用の基本的な考え方に基づく５つの方針に関すること（計 28 件） 

N0.  意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

６ 文化財の広報活動の一環として、川

崎市域の切手販売に取り組んでほし

い。 

多くの市民に市内の文化財を知って

いただくための広報活動として、今

後、関係機関と検討してまいります。

Ｃ 

７ 二ヶ領用水円筒分水の設計図も文化

財に指定してほしい。 

今後、資料の調査等について、検討し

てまいります。 

Ｃ 

８ 市内の発掘調査等で出土した土器等

を市民が実際に手に触れるなど体験

できる機会を提供してほしい。 

これまでに親子体験教室などを実施

してきましたが、今後も取組を継続し

てまいります。 

Ｂ 

９ 民俗芸能発表会をこれからも続けて

ほしい。 

川崎市内には多数の民俗芸能があり、

保存団体の活動について支援してき

ました。今後も、多くの方々に民俗芸

能に親しんでいただけるよう取組を

継続してまいります。 

Ｂ 

１０ 行政内で連携した文化財保護施策を

進めてほしい。 

関係部署間や近隣地域と連携した体

制づくりに取り組んでまいります。 

Ｂ  

１１ 町会回覧板を活用した文化財関係の

広報活動を進めてほしい。 

基本的には市政だよりやテレビ・ラジ

オ等の各種広報媒体を活用していま

すが、今後の広報の中で活用に取り組

んでまいります。 

Ｃ 

１２ （仮称）川崎市文化財保護基金の創

設に向けた検討を積極的に進めてほ

しい。 

文化財の保護活用を推進するための

体制整備の一環として、他都市の状況

を調査研究しながら、仕組みづくりを

検討してまいります。 

Ｂ 

１３ 市政だよりに文化財関係事業の進捗

状況などを掲載してほしい。 

市政だよりやホームページ、メールマ

ガジンなど多様な広報媒体を活用し

た事業の情報発信に努めてまいりま

す。 

Ｃ 

１４ 関連文化財群の取組を進めてほし

い。 

川崎市内には、古墳や街道など重要な

資源が多数ありますので、関連文化財

群の設定については、今後、市民の意

見をお聴きしながら検討してまいり

ます。 

Ｂ 
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No.  意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

１５ 市内にある貴重な歴史文化資源を計

画的に文化財に指定してほしい。

（他１件） 

個別の案件については、歴史文化資源

の学術調査を行い、価値づけを明らか

にした上で所有者の意向をお聴きし

ながら計画的な文化財の指定に取り

組んでまいります。 

Ｃ 

１６ 文化財の防災対策について取り組ん

でほしい。 

第５章「文化財保護活用の基本的な考

え方に基づく５つの方針」（４）個別

の文化財保護活用（管理）計画の考え

方に沿って、所有者等と情報共有しな

がら、今後検討してまいります。 

Ｃ 

１７ 各行政区単位での文化財の認定等に

ついて川崎市文化財認定制度の検討

の中で取り組んでほしい。 

本市のよりよい文化財認定制度のあ

り方について検討してまいります。 

Ｃ 

１８ 「文化財の保護活用の基本的な方

針」のなかで、「文化財の持つ魅力を

広く市民に情報発信するためにロー

カルメディアを中心としたメディア

へのきめ細かな情報提供等」と記載

されているが、市民が興味関心を持

たせるようなプロモーション戦略が

必要です。 

効果的な情報発信の手法について、関

係機関と連携しながら、積極的な広報

活動を推進してまいります。 

 

Ｂ 

 

１９ 近隣都市を含めた広域に川崎市の文

化財の魅力を情報発信するプロモー

ション戦略を展開することが市民に

情報を届けることにつながるという

ことをよく理解して今後の施策を展

開してほしい。 
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No. 意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

２０ 市内外から川崎市の魅力的な場所・

モノ・コトに触れる人を一人でも多

く増やしていくための観光資源とし

て積極的に文化財を位置づけＰＲを

市内外に戦略的に実施してほしい。 

効果的な情報発信の手法について、関

係機関と連携しながら、積極的な広報

活動を推進してまいります。 

Ｂ 

２１ 行政だけでなく民間企業と連携した

取り組みなど文化財を観光資源とし

て活用する取組を進めてほしい。 

市民・企業・行政の協働による文化財

の保護活用に向けて、今後、関係機関

と連携しながら検討してまいります。

Ｃ 

２２ 「関連文化財群／歴史文化保存活用

区域の考え方」が示されていますが、

川崎大師周辺の歴史文化資源を統合

するとともに、文化的な空間を創出

すべく、まちづくりとも連動させて、

門前町としての風格と情緒を誰もが

感じられるような町並みや景観を整

備形成し、川崎市の歴史文化を国内

外に発信する拠点となるように計画

推進してほしい。 

今後、地域の意見をお聴きしながら、

まちづくりを進めてまいります。 

Ｃ 

２３ 文化財に関する発表会やフォーラム

等での情報発信を今後も継続してほ

しい。 

文化財に関する情報を多くの市民に

発信できる取組を引き続き進めてま

いります。 

Ｂ 

２４ 各区役所で地域の歴史文化を十分に

理解しコーディネートできる専門職

員を配置してほしい。 

各区への専門職員の配置は困難です

が、民俗芸能や文化財の維持管理など

の保護活用を担う地域人材の育成を

適切に推進するための専門体制の整

備に取り組んでまいります。 

Ｄ 

２５ 麻生区内にある貴重な歴史資料や里

山・景観等の保存を行政全体で支援

してほしい。 

市民の御意見をお聴きしながら、関連

文化財群／歴史文化保存活用区域の

設定について、検討してまいります。

Ｃ 
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２７ 博物館は小学生の見学が多いと思い

ますので、小学生にもわかりやすい

資料を配布してほしい。 

学校教育との連携は文化財保護や博

物館活動にとって重要なものと考え

ておりますので、今後、検討してまい

ります。 

Ｃ 

２８ 博物館などのボランティアに参加し

やすい環境づくりを進めてほしい。

（他１件） 

参加しやすいボランティアの仕組み

について、今後、調査研究してまいり

ます。 

Ｃ 

２９ 日本民家園のＰＲの一環として、マ

スコットキャラクターを作ってほし

い。 

効果的な広報の手法として、今後、検

討してまいります。 

Ｃ 

３０ 関連文化財群のキーワードとして

「戦争遺跡」をとりあげてほしい。 

計画第５章（５）「関連文化財群／歴

史文化保存活用区域の考え方」に沿っ

て、所有者の御意向をお聞きしなが

ら、検討してまいります。 

 

Ｃ ３１ 文化財保存活用拠点として、明治大

学平和教育登戸研究所や川崎市平和

館なども対象としてほしい。 

 

No. 意見内容（要旨） 意見に対する市の考え方 区分

２６ 小学校区単位の地域教育会議のよう

な場を設置して、小学校区で郷土学

習を進める等地域づくりを進めてほ

しい。 

学校教育や生涯学習のなかで地域の

文化財や資源を活用できるよう、関連

文化財群／歴史文化保存活用区域の

設定に向け、市民の御意見をお聴きし

ながら検討してまいります。 

Ｃ 





資料３ 

 
「川崎市文化財保護活用計画」（案） 

【概要版】 

 

～文化財が人をつなぎ、地域を守り育むまちづくり～ 

 

 

 

平成２６（２０１４）年３月 

 

 

川崎市教育委員会 
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第１章 計画策定にあたって                             

（１）計画策定の背景 

川崎市では、昭和３４（1959）年に市内にある文化財を保存し、かつその

活用を図りもって市民の郷土に対する認識を高め文化の向上発展に貢献するこ

とを目的に「川崎市文化財保護条例」を制定し、文化財に関する学識者で構成

される文化財審議会を設置し、助言と指導を頂きながら文化財の調査と指定を

進めてきました。 

また、文化芸術振興基本法を受け、「川崎市文化芸術振興条例」を制定し、川

崎市文化芸術振興会議において実行計画である「川崎市文化芸術振興計画」を

策定し、その中で、まちづくりに向けた文化環境の整備を行い、「施策分野３．

文化と教育・青少年」において文化財の保護推進を進めるとしています。 

文化財は歴史の営みの中で自然環境や社会、生活を反映して育まれ継承され

てきたもので、私たちに日々の暮らしに精神的な豊さをもたらし、感性や生き

る力を育ててくれ、将来の文化の向上、発展の基礎となるものです。また、そ

れぞれの地域で継承されてきた伝統的な文化は、郷土愛を育み、地域の人々の

心のよりどころとして社会の基盤を形成する役割を担っています。 

しかしながら、「文化財」といえば高い専門性のもとでの個々の文化財の保護

活用がメインであり、地域全体で文化財の保護活用の計画が明確化されていな

いため、地域住民の生活に身近に感じられず、自分たちのものという意識が持

ちにくい状況にあります。 

このような状況を背景に、平成１９年１０月に文化審議会文化財分科会企画

調査会（平成 18 年 7 月 21 日設置）により、地域の文化財をその周辺環境も

含め社会全体で総合的に保護・活用していくために地方公共団体が「歴史文化

基本構想」を策定することが重要との提言が出されています。この歴史文化基

本構想は、地域住民が地域の歴史や文化を生かしたまちづくりを進めていくた

めに文化財を広く把握・活用していくための基本的な考え方です。 

 川崎市では、この歴史文化基本構想の趣旨を踏まえながら、地域の歴史文化

を生かした魅力あるまちづくりを推進するため、「川崎市文化財保護活用計画」

（案）を策定しました。 

計画策定にあたっては、平成 24 年 10 月に川崎市文化財審議会から示され

た「川崎市の今後の文化財の保護活用に向けた提言」をもとに、平成 25 年１

月に「川崎市文化財保護活用計画の策定に向けた基本的な考え方」を公表し、

学識者・市民代表等で構成する「川崎市文化財保護活用計画検討委員会」で文

化財の保護活用のあり方を検討してきました。 
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（２）計画の位置づけ 

この計画は、おおむね１０年間の計画期間とし、１０年間を通じた基本理念、

方針を定め、今後の文化財保護活用の方向性を明らかにしていくものです。 

 

第２章 本市の歴史文化の特徴                          

 川崎市は、東京、横浜に接し首都圏の中心部に位置し、都市化、人口の過密

化が進行しています。昭和 47（1972）年 4 月に政令指定都市となり、現在

は７つの行政区（川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生）があります。 

 この７区は、各区の特徴を生かした魅力あるまちづくりを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「川崎市の指定・登録等文化財の状況」（平成 25 年 10 月 1 日現在 単位 件数） 

区分 国指定 国登録 県指定 県選択 市指定 合計 

建造物 ７ ３ １１ ０ １８ ３９

絵画 １ ０ １ ０ ３２ ３４

彫刻 １ ０ ３ ０ １９ ２３

工芸 ３ ０ １ ０ １ ５

考古 ２ ０ ０ ０ １５ １７

有形民俗 １ ０ ０ ０ ８ ９

無形民俗 ０ ０ ４ １ ２ ７

史跡 ０ ０ ４ ０ ２ ６

記念物 ０ １ ２ ０ １ ４

その他 ０ ０ ０ ０ １３ １３

合計 １５ ４ ２６ １ １１１ １５７

●歴史的特徴 

古  代：北部・中部を中心に、蟹ヶ谷古墳群や橘樹郡衙跡など多くの遺跡が分布

し、発掘調査で多量の土器等が出土 等 

中  世：多摩区の枡形城址等に見られるように要地防衛のための前線基地として

機能したほか、日本で最初の甘ガキとして発見された禅寺丸柿などがあ

る 等 

近  世：東海道に川崎宿が成立、中原往還、矢倉沢往還（大山街道）等の宿場的

村々を中心とした地域の開発がすすめられた 等 

近・現代：明治時代以降近代工場の進出や臨海部の埋め立てなどにより、京浜工業

地帯の中核として日本の高度経済成長を支える 等 
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第３章 本市の文化財保護活用の現状と課題                 

（１）各分野の現状（代表的なもの） 

有形文化財 

各種調査の実施による現状確認や定期的な保存修理の実施、公開事業の実施

による市民が文化財に親しむ機会の提供等 

無形文化財・無形民俗文化財 

市内６地域の民俗文化財の重点調査の実施や保存団体への活動支援、民俗芸

能の普及啓発等 

記念物（史跡） 

 橘樹郡衙跡・影向寺遺跡の国史跡の指定に向けた取組や他の史跡の維持管理

における保存団体への活動支援等 

埋蔵文化財 

 市内約６００ヶ所の遺跡の周知や市民の学習教材としての活用等 

 

（２）文化財保護活用施策の現状と課題～３つの課題に整理しました～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 今後の文化財保護活用の基本的な考え方 

保存に関する課題 

●指定・登録されていない文化財（その他の文化財）を含めた文化財の保存

●地域の様々な文化財を一体的かつ効果的に保存するための仕組みづくり 

●地域づくりと一体となった文化財の保存 

●文化財の歴史や価値を明らかにする調査の推進 

●文化財所有者への保存管理に関する支援 

●文化財の保存を担う人材の減少 

活用に関する課題 

 ●地域のシンボルとしての文化財の活用 

●地域づくりと一体となった文化財の活用 

●文化財を活用した社会教育・学校教育との連携 

 ●文化財を保護活用する施設の活用 

●全ての文化財に関する価値への理解を促進するための仕組みづくり 

●文化財の活用を担う人材の減少 

体制に関する課題 

 ●市民、行政、専門家等の多様な担い手による連携した体制づくり 

 ●文化財保護・活用に関する市民への普及啓発 

 ●文化財保護・活用を担う人材を育成するための環境づくり 
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第４章 今後の文化財保護活用の基本的な考え方               

（１）川崎市文化財保護活用施策の方向性 

 本計画は、第３章で述べた市域の文化財に関する現状と課題を踏まえながら、

市民の貴重な財産である文化財を総合的に保護・活用し、他の行政分野の計画

や施策と整合性をとりつつ、川崎市の文化財の保護活用の方向性を示すもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の文化財保護活用施策の方向性 

 

 

●文化財の総合的な把握 

●文化財の歴史や文化的価値を明確化するための調査の充実 

●文化財に関するデータベースの整備 

●文化財に関する防災対策の充実 

●各文化財の特性に応じた適切な管理の推進 

●行政各分野の関連計画等との連携により、多様な制度の積極的な活用に 

よる文化財の保存・継承 

 

 

 

●市民への文化財に関する学習機会の充実 

●文化財を通して子どもたちの地域の愛着と誇りを育む教育環境の充実 

●文化財の効果的な情報発信 

●多様な主体との連携による文化財を生かした地域の活性化 

●文化財を保護活用する施設のさらなる充実 

 

 

 

●次世代につなげる新たな文化財保護活用の考え方の構築 

●新たな文化財保護制度の整備 

●文化財に関する専門人材の育成 

●市民協働による文化財保存及び活用を行う環境づくり 

●文化財を核とした地域ネットワーク機能の強化 

●文化財保護活用拠点機能の充実 

基本方向１ 「文化財の価値の共有と継承」 

基本方向３「文化財をみんなで支える仕組みづくり」 

基本方向２「文化財の魅力を生かした地域づくり」 
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（２）計画の対象とする文化財の範囲 

本計画における文化財とは、人間と自然とのかかわりの中で生まれ、市民生

活・文化や地域風土に根ざしたすべての文化財を対象とします。このなかには、

文化財保護法や神奈川県文化財保護条例及び川崎市文化財保護条例に基づく、

指定文化財・登録文化財だけでなく、指定されていない古社寺・古文書・石造

物などや産業製品や生活用具等といった地域資源等「その他の文化財」も含ま

れます。 

 

（３）計画の基本理念 

 本計画においては、３つの基本方向や計画の対象とする文化財の範囲に基づ

く文化財保護活用を推進するにあたり、川崎市が目指すべき都市像（基本理念）

として次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「文化財が人をつなぎ、地域を守り育むまちづくり」 

文化財は地域の歴史を伝え、市民に誇りと愛着を与えてくれます。文化財

を保護活用することを通じて、地域の人と人とがつながり、共に学び、楽し

み、活動することで、地域のたからを守り、育む、魅力あるまちづくりに寄

与します。 

 

かわさきのふるさとの宝物

「文化財」をみんなで守り・

伝えていきましょう！！ 

川崎市文化財保護推進キャラクター 

シッシー君 
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第５章 文化財保護活用の基本的な考え方に基づく５つの方針       

 基本理念を実現するために、次の５つの方針を掲げ、総合的に施策を展開し

ます。 

 

（１）文化財把握の方針 ～かわさきの文化財を把握する～ 

 

①文化財に関する情報把握 

 

②文化財調査の継続的な実施及び迅速な公開・発信 

 

③文化財の総合的な把握 

 

 

 

 

（2） 文化財の保護活用の基本的な方針 ～かわさきの文化財を保護活用する～ 

 

①文化財としての計画的な指定・登録 

 

②「（仮称）川崎市文化財認定制度」の創設の検討 

 

③文化財に関する広報活動の推進 

 

④文化財を活用した学校教育・生涯学習の推進 

 

⑤文化財の計画的な保存修理 

 

⑥文化財の計画的な公開による普及啓発の推進 

 

 

〈具体的な取り組み例〉 

●関係局区等と連携したデータベースの構築や定期的な情報発信等を進めます。 

●文化財総合的把握調査の実施等によりデータベースに最新の情報を更新します。

〈具体的な取り組み例〉 

●「その他の文化財」を新たに保護する仕組みとして、川崎市独自の認定制度の

創設に向けた検討を進めます。 

●橘樹郡衙跡や日本民家園等の計画的な保存修理の実施に取り組みます。 

文化財調査の継続的な実施

広報活動の推進 

（市民向け刊行物） 
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（３）文化財の保護活用を推進するための体制整備 

～かわさきの文化財をみんなで支える～ 

 

①市民参加型の保護活用体制の構築 

 

②文化財保護活用拠点機能の充実に向けた検討 

 

③専門性を有する人材確保 

 

④市内行政区間及び他市町村等との連携 

 

⑤（仮称）かわさき文化財アドバイザー制度の導入の方向性の検討 

 

⑥補助制度の活用及び（仮称）川崎市文化財保護基金の創設の検討 

 

 

 

 

（４）個別の文化財保護活用（管理）計画の考え方 ～かわさきの文化財を守る～ 

 

①計画の考え方の整理 

 

②計画に必要な内容の検討 

 

③文化財所有者との情報共有 

 

 

 

 

 
文化財保護活用拠点機能の充実

〈具体的な取り組み例〉 

●橘樹郡衙跡や日本民家園、馬絹古墳など個別の文化財について、今後の保存及び活

用の取組内容等を明確にした保護活用（管理）計画を文化財所有者と情報共有しなが

ら段階的に策定します。 

橘樹郡衙跡 

〈具体的な取り組み例〉 

●市民が有する文化財に関する専門的な知識を活用することを目的とした（仮称）

かわさき文化財アドバイザー制度の導入について調査研究を進めます。 

●川崎市の文化財保護を支援するための基金の創設に向けた検討を進めます。 
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（５）関連文化財群／歴史文化保存活用区域の考え方  

～かわさきの文化財を地域で伝承する～ 

 

①関連文化財群の考え方 

関連文化財群の基本的な考え方：有形・無形の文化財が有する歴史的・文化

的価値や地域的関連性から「一定のまとまり」としてとらえたものとして設定

し、川崎の地域の歴史や文化を語る重要な資源として総合的に保存及び活用を

図ります。 

ア 関連文化財群のストーリー・テーマの設定と適切な保存 

イ 関連文化財群の普及啓発 

ウ 関連文化財群を生かした学校教育等との連携 

 

②歴史文化保存活用区域の考え方 

 歴史文化保存活用区域の基本的な考え方：関連文化財群や個々の文化財を核

とし、それらと一体となって価値をなす周辺環境を含めて文化的な空間を創出

するための区域として設置します。 

 ア 歴史文化保存活用区域の設定 

イ 区域の保存活用を担う拠点機能の充実 

ウ 歴史まちづくり法等と連携した区域の保護に向けた方向性 

 

【関連文化財群／歴史文化保存活用区域のストーリーの構成の例】 

 

●本計画では、市や市民活動団体、企業等の各種団体がそれぞれ地域で実施しているさ

まざまな活動の中には、文化財の保存活用に関わっている活動も多くあることを確認し、

新たな交流や連携を生み出し、より効果的に事業をすすめるためのプラットフォーム作

りをめざします。 

 

●以下に掲げる事例は、考えられる構成の一部であり、実際の関連文化財群や歴史文化

保存活用区域のストーリーやその構成要素等は今後、本計画に基づく取組の中で検討し

ていきます。 

 

 

Step.1  川崎市の歴史文化の特性を分析し、地域の歴史文化を示すキーワードを抽出

します。 
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Step.2 川崎市の歴史文化の特性を踏まえ、抽出したキーワードから導かれる関連文

化財群の設定にむけ検討を進めます。 
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Step.3 関連文化財群を構成する文化財への関心を高めるような情報発信、 

イベント、学校教育との連携を図ります。 

 

 

【関連文化財群／歴史文化保存活用区域のストーリー活用例】 

〔学校の学習の素材として利用〕 

 

 

 

 

        

 

 

まちたんけん      文化財を活用した歴史学習 

 

〔地域活性化イベントの実施〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

  かわさき大師サマーフェスタ     日吉まつり～道灌祭～ 

 

〔親睦を深める場としての活用〕 

 まち歩き、歴史探訪と親睦会など 

 

 

 

ボランティアグループによる 

史跡めぐり 
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第６章 計画の推進に向けて                   

 

（1）（仮称）川崎市文化財保護活用計画推進委員会の設置にむけた検討 

本市では、川崎市文化財保護活用計画の策定にあたり、庁内の関係局・区が

連携しながら、全庁的な対応を図ってきました。 

今後、文化財の保護活用を推進するための委員会の設置に向けた検討を行い

ます。 

 

（2）計画の推進・見直し 

本計画策定後の社会状況や価値観の変化による文化財の定義の変化も想定さ

れますので、今後の文化財調査や社会環境の変化等を踏まえ、計画の内容や取

組状況を検証し必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

 

 


